
 

 

資本金の額 

又は 

出資の総額が 

3 億円以下 

の会社 

常時使用する 

従業員の数が 

300 人以下の 

会社及び個人 

No 

注） 

・大企業の子会社は大企業とみなされ、新料金の 1.3 倍になります。 

・関西広域連合外の利用者は、新料金の 2倍になります。（大企業は 2.3 倍） 

大 企 業 

 

Yes 

常時使用する 

従業員の数が 

20 人以下の 

会社及び個人 

No 

小規模事業者 中小企業者 

Yes 

各種認定企業か 

A ﾗﾝｸ・ｵｽｶｰ・目の輝き・京都市指定伝統産業従事 

 

Yes 

旧料金適用（要減免申請） 

 

No 

新料金適用 

企業分類フローチャート 

製造業その他（卸売業・小売業・サービス業以外） 

Yes 

 

No 

新料金の 1.3 倍 


